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越
前
を
通
過
し
た
巡
見
使
の

姓
名
と
回
数

春

松

進

徳
川
幕
府
か
ら
越
前
に
派
遣
さ
れ
た
巡
見
使
の
回

数
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
各
市
町
村
史
に
よ
っ
て

そ
の
回
数
が
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

敦
賀
郡
誌
一

O
田

丸
岡
町
史
一

O
回

池

田

町

史

九

回

今
庄
町
史
一

O
回

越
前
町
史
一
八
回

と
い
っ
た
有
り
様
で
、
ま
た
そ
の
基
準
と
し
て
い

る
「
巡
見
」
の
内
容
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

巡
見
の
中
に
、
私
領
巡
見
使
と
公
料
巡
見
使
を
初

め
、
幕
府
か
ら
の
固
目
付
の
派
遣
か
ら
、
各
藩
の
藩

主
巡
見
ま
で
も
「
巡
見
使
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る。
各
村
々
に
と
っ
て
、
藩
主
巡
見
も
幕
府
か
ら
の
私

領
巡
見
使
の
派
遣
も
同
一
視
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か

だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
一
律
に
「
巡
見
使
」
と
い
う

の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

私
は
敦
賀
郡
誌
を
基
本
に
、
越
前
に
派
遣
さ
れ
た

巡
見
使
の
回
数
を
考
え
て
み
た
。

巡
見
使
の
回
数
に
つ
い
て
は
、

丸
岡
町
史
で
は
寛
永
一

O
年
よ
り
天
保
九
年
ま
で
の

一
O
固
と
な
っ
て
お
り
、

元

和

三

年

寛
永
一

O
年

寛

文

七

年

天

和

元

年

宝

永

七

年

享

保

二

年

延

享

三

年

宝
暦
十
一
年

寛

政

元

年

天

保

九

年

木筑依大鳥島大甲桑渡

久 関斐山

下紫田保居田 荘 辺

江 勘喜左

内従金七権藤右右衛図

太十兵之十衛衛門書

記郎郎衛助郎門門佐助

敦
賀
郡
史
で
は
元
和
三
年
よ
り
天
保
九
年
ま
で
で
一

O
固
と
な
っ
て
い
る
。

今
庄
町
史
で
も
一

O
回
説
と
な
っ
て
お
り
、

飛
騨
国
大
野
郡
史
で
は
、
天
料
治
下
一
七
七
年
の
間

に
一
四
固
と
な
っ
て
お
り
、

池
田
町
史
で
は
、
享
保
元
年
・
享
保
十
四
年
・

0
宝

暦
十
一
年
・
宝
暦
十
四
年
・
安
永
二
年
・
。
寛
政
元

年
・
文
化
十
一
年
・

0
天
保
九
年
・
弘
化
二
年

(
O

は
公
料
御
巡
見
)
の
九
回

越
前
町
誌
で
は
「
三
代
将
軍
家
光
の
時
に
寛
永
十
一

年
九
月
・
十
三
年
・
十
四
年
・
十
五
年
・
十
八
年
・

慶
安
三
年
の
六
回
、
四
代
将
軍
家
綱
四
回
、
五
代
綱

士
口
か
ら
十
二
代
家
慶
ま
で
は
一
代
一
回
、
合
計
十
八
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固
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

一
代
一
回
の
定
め
か
ら
前
記
の
表
を
将
軍
襲
封
の

年
と
対
比
し
た
も
の
を
作
っ
て
み
た
。

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 将
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七
代
将
軍
家
継
の
代
に
当
た
る
巡
見
使
名
が
敦
賀

郡
誌
に
は
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
。
家
継
が
幼
少
で

か
つ
病
弱
で
あ
り
、
在
任
期
間
が
短
か
っ
た
た
め
、

巡
見
使
の
派
遣
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?

と
こ
ろ
が
当
松
岡
町
に
存
在
す
る
つ
申
三
月
」
発

春
松

越
前
を
通
過
し
た
巡
見
使
の
姓
名
と
回
数

行
の
「
丹
生
・
坂
井
・
大
野
・
吉
田
郡
御
泊
御
休
村

方
申
渡
」
が
、
ど
う
も
正
徳
六
年
に
該
当
す
る
よ
う

に
思
え
る
。
正
徳
年
間
に
巡
見
使
の
派
遣
は
行
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
何
年
も
疑

問
に
感
じ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
越
前
町
の
糸
生
博
章
氏
の
ご
指
導
を
戴

き
、
国
日
付
の
存
在
を
知
り
、
巡
見
使
と
さ
れ
て
い

る
も
の
の
中
に
は
、
回
目
付
や
藩
主
巡
見
な
ど
も
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
た
公
料
巡
見
は
、

必
ず
し
も
私
領
巡
見
と
は
同
一
年
に
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
知
っ
た
。

そ
の
結
果
、
丸
岡
町
誌
で
は
公
料
巡
見
と
私
領
巡

見
が
別
個
に
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
池
田
町
史
で

は
藩
主
巡
見
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
越
前
町
史
で

は
国
目
付
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
れ
で
、
私
領
巡
見
使
と
公
料
巡
見
使
の
氏
名
が

分
か
れ
ば
、
巡
見
の
回
数
が
確
定
す
る
の
だ
ろ
う
と

思
っ
た
。
徳
川
実
紀
を
じ
っ
く
り
と
調
べ
上
げ
れ
ば

分
か
る
だ
ろ
う
と
は
思
っ
た
が
、
手
元
に
実
紀
が
な

い
の
と
、
抱
大
な
ペ
ー
ジ
数
に
恐
れ
を
な
し
て
、
徳

川
十
五
代
史
を
索
引
代
わ
り
に
使
お
う
と
思
っ
た
。

だ
が
、
十
五
代
史
で
も
実
紀
で
も
公
料
巡
見
使
名

の
記
載
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
市
町
村
史
の
中
の
丸
岡
町
誌
と
永
平
寺
町
史

に
記
載
が
あ
る
の
を
発
見
、
国
事
叢
記
に
も
記
載
が

あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
り
し
て
、
公
料
巡
見
使
名

が
確
定
し
て
い
っ
た
が
、
手
元
に
あ
っ
た
「
飛
騨
国

大
野
郡
史
」
に
延
享
三
年
以
後
の
巡
見
使
名
が
記
載

さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
徳
二

年
以
後
の
公
料
巡
見
使
名
が
確
定
し
た
。

国
事
叢
記
に
よ
っ
て
享
保
二
年
の
「
西
尾
四
郎
左

衛
門
」
が
巡
見
使
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
越
藩
史

略
に
よ
っ
て
加
賀
藩
の
使
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
、
そ
の
結
果
享
保
二
年
の
公
料
巡
見
使
名
が
ま
た

ま
た
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
享
保
二
年
の
私

領
巡
見
使
名
が
、
徳
川
実
紀
と
市
町
村
史
と
で
は
異

な
っ
て
い
て
、
中
央
で
発
表
さ
れ
て
い
る
論
文
等
も

徳
川
実
紀
説
を
と
っ
て
い
る
(
そ
の
後
の
調
査
で
直

前
に
変
更
に
な
っ
た
こ
と
が
判
明
)
好
余
曲
折
の
結

果
、
次
の
よ
う
な
巡
見
使
名
の
確
定
を
見
た
。

各
市
町
村
史
な
ど
で
人
名
の
異
同
が
は
な
は
だ
し

く
、
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
に
よ
っ
て
氏
名
の
確
定

を
し
た
が
、
「
左
衛
門
L

と
「
右
衛
門
」
、
「
伊
右

衛
門
」
と
「
猪
右
衛
門
」
と
い
っ
た
誤
記
の
ほ
か
、

「寛
L

が
「
一
見
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
寸
勘
」
と

「
助
し
の
誤
記
と
い
っ
た
も
の
な
ど
が
、
た
っ
た
四
十
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八
名
の
中
に
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
わ
し
い
の
で
除
い
た
。
公
料
巡
見
使
の
正
徳
二
年
以

ま
た
元
和
三
年
に
行
わ
れ
た
と
す
る
「
渡
辺
図
書
前
の
人
名
は
、
残
念
な
が
ら
私
の
カ
で
は
確
定
で
き

助
・
永
井
監
物
・
牧
野
清
兵
衛
」
の
三
名
の
巡
見
は
、
な
か
っ
た
。

寛
政
重
修
諸
家
譜
に
よ
る
と
、
越
前
へ
の
派
遣
は
疑

施
行
年

正

使

寛

永

日

一

桑

山

左

衛

門

佐

一

直

寛
文

7
一
甲
斐
庄
喜
右
衛
門
正
親

天

和

元

一

大

関

勘

右

衛

門

増

公

宝
永
7

一

島

田

藤

十

郎

守

恒

享
保
2

一

鳥

居

権

之

助

成

豊

延
享
3
一
大
久
保
江
七
兵
衛
教
平

宝

暦

日

一

依

田

金

十

郎

恒

信

寛

政

元

一

筑

紫

従

太

郎

干

門

天
保
9
一

木

下

内

記

正

徳

2

一

黒

沢

直

右

衛

門

高

室

正
徳
6
一

匂

坂

権

九

郎

享
保
2

一

延
享
3

一

宝
暦
日
一

寛
政
元
一

天
保
9
一

服

部

藤

九

郎

武

藤

弥

太

夫

比
留
間
助
左
衛
門
正
興

兵
左
衛
門

本

目

堀寛

新

助

政

手

伊

藤

木

工

右

衛

門

又

三

郎

磯

田

武

大

夫

冨U

イ吏

徳

山

五

兵

衛

直

政

神
保
四
郎
右
衛
門
忠
利

中

根

左

兵

衛

正

武

高

井

作

左

衛

門

端

清

小

菅

伊

右

衛

門

正

親

筑

紫

宇

兵

衛

通

門

前

回

半

十

郎

玄

昌

大

久

保

長

十

郎

忠

救

石

尾

織

部

久
保
田

奥

山

平窪十
A
V

ム弐
A
I中

川

蔵
繁
清

蔵
義
建

宗
三
郎

次
左
衛
門

国

清忠

山

点
線
以
下
は
公
料
巡
見
使

高リ

使

烏林

丹

波

勝

正

居

権

之

助

忠

以

内

藤

十

之

丞

忠

広

寛

助

兵

衛

為

勝

天

野

伝

兵

衛

規

重

山

岡

五

郎

作

景

之

松

浦

猪

右

衛

門

備

八
郎
右
衛
門
直
安

新
太
郎

白

戸

彦

八

郎

政

官

一

熊

谷

次

郎

兵

衛

直

定

工

藤

八

右

衛

門

阿

久

沢

弥

平

次

義

守

以
上
の
ご
と
く
、
私
領
巡
見
は
九
回
、
公
料
巡
見

は
六
回
が
確
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
て
も
私
の
力
で

は
お
ぼ
つ
か
な
く
、
諸
先
生
方
の
お
力
添
え
が
あ
っ

て
や
っ
と
こ
こ
ま
で
辿
り
つ
い
た
感
が
す
る
。

ま
だ
不
完
全
な
表
で
正
使
・
副
使
の
別
や
名
乗
も

不
明
な
点
が
多
く
、
誤
り
も
多
々
あ
る
こ
と
と
存
じ

ま
す
。
お
気
付
き
の
点
な
ど
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば

幸
甚
で
す
。
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